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第1章 総則 

 

（目的） 

第 1条 この基準は、消防法（昭和 23年法律第 186号。以下「法」という。）第 17条の規

定に基づく消防用設備等及び高砂市火災予防条例（昭和 37年高砂市条例第 7号。以下「条

例」という。）第 3章第 1節各条の規定に基づく火を使用する設備等の設置に係る届出の

審査に必要な事項を定めることを目的とする。 

 


